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11. 臨床推論の学修どのように取り組むか？ 
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3）ワーキングの活動状況 

1 調査研究チーム会議の活動（令和 4年 4月〜令和 5年 3月） 

【活動内容】 

各 WGの改訂案作成作業の進捗状況を管理するとともに、以下の内容について検討した。 

○ 令和 4年度の活動計画の検討 

○ コアカリ改訂の概要案の検討  

○ コアカリ第 1章、第 2 章、第 3章の WG案の検討 

○ 診療参加型臨床実習実施ガイドラインの WG案の検討 

○ 連絡調整委員会からのご意見に対する対応案の作成 

○ パブリックコメントに対する対応案の作成 

○ コアカリ案の修正と最終版の校正 

○ コアカリ周知のためのシンポジウムの開催 

○ コアカリの英文翻訳 

○ 令和 4年度報告書の作成 

 

【議事要旨】 

令和 4年 4月 1日～5月 11 日 

（改訂の基本方針） 

①アウトカム基盤型カリキュラムの深化、②カリキュラムの構成の変更、③超高齢社会への対応等

社会のニーズを踏まえた学修目標の見直し、④診療参加型臨床実習の充実による資質・能力の向

上、⑤医歯薬学のコアカリとの一部共有化、⑥学修目標の総量の適正化の 6項目とし、各教育施設

がこのコアカリをカリキュラムやシラバスの作成に活用できるような構成を検討し、素案作りを行

った。 

 

（素案の構成） 

平成 28年度改訂版 A：歯科医師として求められる基本的な資質・能力を第 1章に歯科医師とし

て求められる資質・能力として独立させ、第 2章には、第 1章に示した資質・能力を獲得するため

の学修目標を示す構造とした。 
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アルファベットで示した大項目は 6項目に見直し、学修の順位性を考慮して、生命科学、歯科理工

学、社会と歯学、臨床歯学（知識）、臨床歯学（診察・診断と治療技能）と変更した。 

 

（第 1章） 

平成 28年度改訂版では、「A 資質・能力」は、歯学生に必要とされる基本的な資質・能力として

記載されていたが、今回の素案では、生涯にわたり研鑽して獲得する、医療人としての資質・能力

と位置づけて、将来の歯科医師像を明確に示すこととした。 

平成 28年度改訂版「A 資質・能力」にあった学修目標は、新「C 社会と歯学」の中に吸収し

た。今回の改訂では、資質・能力の記載は、獲得すべき資質・能力をタイトルとして示し、その下

に、平易な文章でその能力の必要性と行動の内容を示した。さらにその下に片括弧で、臨床研修と

の連続性を考慮して、歯学部卒業時点で修得すべき資質・能力をマイルストーン（到達目標）とし

て記載し、歯学生の歯科医師としての第一歩の道標を示した。 

 

（第 2章） 

大項目 Bの表題を歯学域では一般的な学問名の「歯科理工学」へと改めることとした。ここで

は、「歯科材料と歯科用機器に必要な知識を修得し、医療提供の発展に必要な考え方を身に付け

る」という学修目的を新たに設定した。学修の中項目を「材料の基本的物性（生体の物性も含

む）」「歯科用材料」「歯科用機器」の 3項目とし、記載を充実するとともに、昨今のデジタルデン

ティストリーの普及に応じて学修目標を追加した。 

大項目 C「社会と歯学」では、「適正な歯科医療を提供するために、歯科医師に求められる倫理

的、法的、社会的知識と態度を身に付ける」という学修の目標に変更し、平成 28年度改訂版「A 

歯科医師として求められる基本的な資質・能力」の学修目標を、この領域に移動して、整理した。  

中項目に「保健医療情報リテラシー」を追加し、医学・歯学共通の医療の質の向上を目的とした

数理・データサイエンスの学修目標を設けた。さらに、平成 28年度改訂版「E 臨床歯学」の中に

あった法律・制度関連の学修目標を「C 社会と歯科」の項目に移動して整理した。平成 28年度改

訂版の中項目「B-2-3）歯科による個人識別」を、「C-4-4）法歯学」と改め、新しい学修目標を追

加し、歯科医師の社会での役割の学修を充実した。  

平成 28年度改訂版の「E 臨床歯学」「F シミュレーション実習」「G 臨床実習」の学修目標を

大幅に見直して、「D 臨床歯学（知識）」「E 臨床歯学（診察・診断と治療技能）」に変更し、知識

と、技能・態度に分けて記載するように変更し、学修目標の整理を行った。項目立ては、診療の一

連の流れに準じたものを検討し、中項目「D-1 診察の基本」「D-2 基本的診察、診断能力」「D-3 

頭頸部領域の正常と異常」「D-4 診療記録の整理と治療計画の立案」「D-5 基本的臨床技能（各

論）」「D-6 多職種連携、チーム医療、地域医療」の順とした。まずは、歯科専門治療を学んだ

後、チーム医療、多職種連携を学ぶ順とした。 

新たに「D-2 基本的診察、診断能力」の中項目を追加し、「患者から症状や異常を聴取し、適切

な診察や検査を選択して診断するプロセスと、その知識を身に付ける」との学修目的を定めた。ま

た、検査、診断の学修を充実するために、横断的に知識の統合を図る小項目「D-2-7）基本的臨床

診断（臨床推論）」を新規に追加した。 

治療法については、「D-5 基本的臨床技能（各論）」にまとめて、学修目標を記載した。さらに、

中項目「チーム医療、地域医療」の項目は、現在の医療の状況を鑑み「D-6 多職種連携、チーム

医療、地域医療」と改め、医科との連携だけに留めず他の医療専門職を含めた連携として学修目標

を修正した。 
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平成 28年度改訂版の「F シミュレーション実習」「G 臨床実習」の 2つの大項目を統合し、「E 

臨床歯学（診察・診断、治療技能）」の大項目にまとめ、中項目、小項目を「D 臨床歯学（知

識）」の中項目、小項目にあわせた。 

ここでは、D領域で知識として学修した内容を、E領域で、シミュレーション実習を経て、診療参

加型臨床実習で経験することを前提として学修目標に見直した。臨床技能の学修目標については、

医療系大学間共用試験実施評価機構歯学系 OSCE実施小委員会作成の「診療参加型臨床実習に参加

する学生に必要とされる技能と態度の関する学修・評価項目」と令和 2年歯科医師臨床研修制度の

改定に関するワーキンググループ報告書の中にある「歯科医師臨床研修の到達目標」を参考にし

て、学部教育、臨床研修の連続性を考慮した見直しを行った。 

「E-1-1）医療安全・感染対策」では、個人用防護具の着用、医療廃棄物の処理の学修目標を追

加、「E-2 基本的診察・診断技能」では、超高齢社会に対応するために、診察・検査、全身状態の

把握、基本的診断（臨床推論）の学修目標を追加した。 

連絡調整委員会で「学修した知識の横の統合をはかることが重要」とのご指摘を受けて、学修目

標として「E-3 症候・病態からの臨床推論」の中項目を設け、「口腔顎顔面の主な症候から病態生

理学的に症状、原因を推論し、分類、鑑別できる基本的能力を身に付ける」ことを目的とした、学

修目標を追加した。 

 

 

モデル・コア・カリキュラム改訂に関する 

連絡調整委員会（第 3回）資料 

R4 年 5月 11 日 
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令和 4年 5月 12日～7月 13日 

第 3回連絡調整委員会でのコアカリ改訂素案に対するご意見を基に、以下の検討を行った。 

（コアカリの構成） 

第 1章には資質・能力を、第 2章には学修目標を、第 3章には方略と評価、その後に診療参加型臨

床実習ガイドライン、参考資料を収載することとした。 

 

（第 3回連絡調整委員会での指摘事項への対応） 

○ B領域の大項目名の「歯科理工学」名称について、国家試験出題基準の名称に合わせて、「歯科

材料と歯科医療機器」と変更した。 

○ D領域と E領域の学修目標の重複に関しては、学修の到達度が異なるため重複して記載してい

たが、再度精査し、行動を示す学修目標に知識の学修目標を統合できるところは、統合するよう

に修正した。 

○ 代表的な医科疾患には、WGのメンバー以外の歯科麻酔の先生方から意見招請を行い、現状の疾

患に 11疾患を追加することとした。 

○ 学修目標の動詞は、医学のコアカリに合わせて修正した。また、「表記について」に動詞の説

明を追加した。 

○ 「第 1章 資質・能力」番号の振り方は、医学のコアカリに合わせて略語とコンピテンシーの

番号の振り方を統一した。 

○ 第 1章の資質・能力をかん養するための学修目標の小項目一覧を作成し、参考資料に追加する

こととした。「あくまでも第１章 歯科医師に求められる資質・能力に示した項目をかん養する学

修目標を含むものであり、各小項目を身に付ければその資質・能力が身につくという構成を示し

たものではない。各大学において独自のカリキュラムを作成する際に、対応する学修目標として

参考にしていただきたい。」との但し書きを記載し、これさえ学べば良いとの誤解を招かないよ

うに配慮することとした。 

 

（第 3章 方略・評価） 

方略と評価は、カリキュラムの 3要素のうち、学修目標を達成するための重要な 2つの要素であ

ることから、今回の改訂において、方略と評価を掲載することとした。 

各大学の持つ資源を最大限に利用し、最大の学修効果が得られるものを学修方略として採用する

ものであり、特定の方法を推奨するものでないことから、一般論ではなく、歯学教育に利用できる

ものを念頭において構成した。また、各大学の今後のカリキュラム編成に参考になるように Good 

Practiceとしていくつかの事例紹介を掲載した。 

 

（診療参加型臨床実習ガイドライン） 

歯学教育では全国的に 6年間の中でシミュレーション実習、臨床実習と段階的に臨床能力を醸成

するカリキュラムが一般的になっているので、このガイドラインでは、診療参加型臨床実習に特化

した方略、評価を詳細に記載せずに、第 3章（方略・評価）にまとめて記載するほうが、本ガイド

ラインを利用する教員にも読みやすいと考えられたため、ガイドラインにおける記載内容を限定す

ることとした。 

留意事項として歯学生が「臨床実習で行う歯科医業の範囲」、「アンプロフェッショナルな行動を

とる学生への対応」、「学生の歯科専門職種との関わり」の項を新設し、さらに「学生の安全管理」

の記載を充実さることとした。 
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（診療参加型臨床実習の内容と分類） 

診療参加型臨床実習で経験すべき症例や課題を「診療参加型臨床実習の内容と分類」の一覧表と

してまとめ、「E 診察・診断と治療技能」の学修目標の後に収載することとした。 

今回の改訂では、「診療参加型臨床実習の内容と分類」の表の横軸の分類を「指導者のもとで実践

する課題」と「経験が望まれる課題」の大きく 2つに分け、前者の「指導者のもとで実践する課

題」を、「自験を求めるもの」と、「自験が望まれるが、できない場合にはシミュレーターで補完す

るもの」に分類した。縦軸は E領域の項目に従った構成として、E領域の学修目標との整合性をと

った。 

モデル・コア・カリキュラム改訂に関する 

連絡調整委員会（第 4回）資料 

R4 年 7月 13 日 
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